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研究成果の概要（和文）：近年において、土地利用規制に対する補償請求法案が成立したアメリ

カ諸州、特にオレゴン州を対象として、その成立の背景や内容、補償請求の状況、土地利用計

画・規制制度の再編状況などについて明らかにした上で、これらを踏まえつつ、国土利用計画

制度、都市計画制度、中心市街地活性化制度、国立公園制度などの多様な観点から、我が国に

おけるコンパクトで持続可能な都市構造の実現に向けた土地利用計画・規制制度のあり方に関

する検討課題を明らかにした。 

 
研究成果の概要（英文）：This study examines the experiences of states of the United States 
of America, Oregon in particular, which takings compensation measures were passed in 
recent years. On the basis of the examination, this study identifies issues to reconstruct 
the Japanese land use planning and regulation system for the achievement of compact and 
sustainable urban structure through various studies including the national land use 
planning system, the urban planning system, the city center revitalization system, and 
the national park system. 
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１．研究開始当初の背景 

アメリカでは、1926年のユークリッド判決
によって、私有財産権に制限を課すゾーニン
グ条例の合憲性が認められて以来、土地利用
計画・規制が本格的に展開することになった
が、その後も絶えず財産権の保障の問題をめ
ぐってさまざまな議論が行われてきた。1970
年代には環境保護運動の高まりなどを背景
として成長管理政策が誕生し、1990年代から
はスマートグロース政策が隆盛してきたが、
1990 年代後半からは再び財産権擁護運動の
波が高まり、両政策のモデルとされてきたオ
レゴン州やフロリダ州のほか、アリゾナ州、
テキサス州、ミシシッピ州、ルイジアナ州な
どにおいて、土地利用規制に対する補償請求
法案が採択されている。 
こうしたアメリカの土地利用計画・規制と財

産権の保障をめぐる最先端の実態を明らかに
することは、我が国におけるコンパクトで持続

可能な都市構造の実現に向けた土地利用計
画・規制制度のあり方を検討する上で重要な研
究課題だと考えられる。 
 
２．研究の目的 
本研究は、近年において、土地利用規制に

対する補償請求法案が成立したアメリカ諸
州、特にオレゴン州を対象として、その成立
の背景や内容、補償請求の状況、土地利用計
画・規制制度の再編状況などについて明らか
にした上で、これらを踏まえつつ、我が国に
おけるコンパクトで持続可能な都市構造の
実現に向けた土地利用計画・規制制度のあり
方に関する検討課題を明らかにすることを
目的とするものである。 
 

３．研究の方法 
オレゴン州をはじめとするアメリカ諸州

を対象として、土地利用規制に対する補償請
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求法案の成立の背景や内容、補償請求の状況、
土地利用計画・規制制度の再編状況などを明
らかにするにあたっては、文献調査、ヒアリ
ング調査、現地調査を実施した。 
また、我が国におけるコンパクトで持続可

能な都市構造の実現に向けた土地利用計
画・規制制度のあり方に関する検討課題を明
らかにするにあたっては、文献調査、アンケ
ート調査、ヒアリング調査、現地調査を実施
した。 
 
４．研究成果 
 以下では、主たる研究成果の概要について
整理する。 
 
(1)川﨑興太（2011a）「アメリカ合衆国オレ

ゴン州における成長管理政策とスマート
グロース政策の変遷に関する研究－州土
地利用計画制度の誕生・成長・混乱・甦
生－」『日本都市計画学会都市計画論文
集』第 46巻第 1号、1-12頁、査読あり（「５．
主な発表論文等」の⑪） 
本研究では、成長管理政策やスマートグロ

ース政策のモデルとして現代アメリカ都市
計画を先導し続けてきたオレゴン州の州土
地利用計画制度の変遷を明らかにした。オレ
ゴン州の州土地利用計画制度は、全ての地方
政府に州全体の計画目標に適合した総合計
画と、これと整合したゾーニング条例等の採
択を義務づけ、都市成長境界線（UGB）外の
農地や森林地を厳しい土地利用規制によっ
て保全しつつ、UGB 内に開発を誘導すること
を通じて、コンパクトな都市構造を形成する
ことなどを目的として 1973 年に創設された
ものである。州土地利用計画制度は、創設後
における社会経済情勢や政治的状況の変化
等に対応しながら 20 年を超える歳月の中で
漸進的に体系化・詳細化され、農地や森林地
の保全、スプロールの抑制、コンパクトな都
市構造の形成などに大きな成果を上げてき
たが、2004 年に、その根幹的な部分をなす農
地や森林地における土地利用規制を主たる
対象として、土地の価値の低減に対する補償
請求を認めるメジャー37 と呼ばれる法案が
住民投票を通じて成立することになった。こ
の州土地利用計画制度を根底から覆す補償
請求法案の成立を受けて、2007年には、混乱
状態から秩序を取り戻すためのメジャー49
と呼ばれる修正法案が採択されるとともに、
創設以来 30 年以上が経過した州土地利用計
画制度の総合的なレビューが行われ、2009年
からは新たな枠組みのもとで再始動するに
至っている。本研究では、こうしたオレゴン
州の州土地利用計画制度の変遷を踏まえ、今
後の我が国における土地利用計画・規制制度
のあり方への示唆として、総合的・一元的な
土地利用計画・規制制度の確立の必要性、土

地利用規制の合理性に関する計画理論の再
構築の必要性を指摘した。 
 

(2)川﨑興太（2011b）「オレゴン州のメジャ
ー37とメジャー49の結果について－アメ
リカにおける成長管理政策とスマートグ
ロース政策の持続可能性に関する基礎研
究－」『日本都市計画学会都市計画報告
集』第 10 巻第 1 号、31-37 頁、査読なし
（「５．主な発表論文等」の⑫） 
本研究では、川﨑（2011a）で得られた知

見を踏まえつつ、オレゴン州におけるメジャ
ー37 とメジャー49 の結果を明らかにした。
州政府に対するメジャー37 に基づく請求件
数は 6,857件であったが、メジャー49に基づ
く請求件数はその 68％にあたる 4,664件とな
り、最終的には 4,407件が認定されることに
なった。住宅開発権が認定された請求件数は、
その 78％にあたる 3,447件で、6,131戸の住
宅と 3,878区画の土地の開発権が認定される
ことになった。その分布を見ると、州土地利
用計画制度が創設された最大の目的であり、
多額の補償的減税を行うとともに制度的な
改善を図りながら最も大切に守ろうとして
きたウィラメット渓谷の農地と森林地での
ものが多くなっている。つまり、メジャー37
とメジャー49は、多くの州民の参加のもとに
4 半世紀以上にわたって積み重ねられてきた
成長管理政策やスマートグロース政策の論
理とは相反する大量の住宅開発を実施する
機会を与えるという結果をもたらすことに
なった。最後に、今後は、これらの住宅等の
開発権が実際に行使されていくプロセスと
その環境・社会・経済面での影響、将来の土
地利用規制に関するメジャー49 の補償規定
による成長管理政策やスマートグロース政
策の展開への影響を注視していく必要があ
ることを指摘した。 
 
(3)川﨑興太（2011c）「福島県田村郡三春町

の土地利用計画制度に関する研究－市町
村国土利用計画の先進モデルの事例研究
－」『日本建築学会東北支部研究報告集
（計画系）』第 74 号、195-200 頁、査読
なし（「５．主な発表論文等」の⑬） 
本研究では、今後の人口減少時代における

持続可能な都市農村空間の構築に向けた市
町村総合土地利用計画制度のあり方を検討
するための先進モデル研究として、福島県田
村郡三春町の地区土地利用計画と国土利用
計画についての考察を行った。三春町では、
①7 つの地区ごとに、住民が主体となって地
区全域を対象とする地区土地利用計画が策
定され、さらに、その大部分の内容がそのま
ま国土利用計画として定められたこと、②保
全すべき土地と開発を許容する土地を筆単
位で即地的に定めた土地利用計画図が開発



の優先順位を定めた開発許容台帳とあわせ
て定められたこと、③土地利用計画図に開発
許容地として位置づけられていない土地に
おいて開発を行う場合には、関係法令等に基
づく許認可等の申請等を行う前に、指導要綱
に基づいてまちづくり協会の同意を得ると
ともに、原則として三春町および福島県と協
議・調整を行い、土地利用計画図を変更する
手続きが制度化されたこと、この 3点によっ
て、行政区域の全域にわたって、土地利用を
法的な根拠を持つローカルルールに基づい
て計画的に管理できる実効性の高い土地利
用計画制度が構築されたことを明らかにし
た。 
 
(4)川﨑興太（2012a）「準都市計画区域の指

定実績と法制度上の問題点－我が国の都
市計画法制度の根本的な問題点の所在
－」『日本都市計画学会都市計画論文集』
第 47 巻第 1 号、50-61 頁、査読あり（「５．
主な発表論文等」の⑨） 
本研究では、平成 12 年に創設された市町

村指定の準都市計画区域と平成 18 年の法改
正後における都道府県指定の準都市計画区
域の実績を分析し、都道府県の準都市計画区
域制度等に関する認識を明らかにした上で、
九州北部 3県による構造改革特区の提案とこ
れに対する国土交通省の回答をもとに準都
市計画区域に関する法制度上の問題点につ
いて考察することを通じて、準都市計画区域
の指定実績と法制度上の問題点を明らかに
した。本研究を通じて、①市町村指定の準都
市計画区域は、4 区域（4 市町村）の実績に
とどまったが、都道府県指定の準都市計画区
域は大規模集客施設の立地制限を主たる目
的とするものを中心として 44 区域（9道県）
となっていること、②都道府県は、少なから
ず「土地利用規制が課されるばかりで、都市
計画事業が行われないことなどから、住民の
理解を得ることが困難であること」や「用途
や規模の違いにかかわらず接道義務規定等
の集団規定が一律的に適用され、既存不適格
建築物などが発生すること」などを準都市計
画区域制度のデメリットとして認識してい
ること、③準都市計画区域に関する法制度上
の問題点は、さらに言えば、我が国の都市計
画法制度の根本的な問題点は、都市計画区域
外における原初的な都市的土地利用規制の
不在、市街地外において緩くなる都市的土地
利用規制の論理構成、都道府県の全域を対象
とした都市計画に関する基本方針の欠如に
あることを明らかにした。 

 
(5)川﨑興太（2013a）「中心市街地活性化政

策の来し方行く末」『地域開発』第 580
巻、6-11 頁、査読なし（「５．主な発表
論文等」の⑥） 

本研究では、まちづくり 3法が改正されて
から約 6 年の歳月が経過した時点において、
これまでの中心市街地活性化政策の成果を
踏まえながら、今後の課題を提示した。平成
24 年 9 月末日現在、107 市・110 地区が新中
心市街地活性化法に基づいて 118計画の認定
を受けているが、平成 23 年度末をもって計
画期間が満了となった 14 市の最終フォロー
アップの結果をもとに計画目標の達成状況
を見ると、全体的に厳しい状況にあり、財源
の集中投資に裏打ちされたさまざまな努力
にかかわらず、決して順風満帆に活性化が図
られているわけではないことを指摘した。そ
して、中心市街地活性化政策に関する課題と
して、①“アクセル（中心市街地の振興方策）”
に関しては、歩く速度を規準とした場所の計
画・デザイン制度を確立すべきこと、②“ブ
レーキ（都市機能の適正立地）”に関しては、
財産権の保障との関係性についての論点を
体系的に整理しつつ、川﨑（2012a）で指摘
した我が国の都市計画法制度の 3つの根本的
な問題点を踏まえながら土地利用規制制度
を抜本的に再構築する必要があること、③こ
れらの“アクセル”と“ブレーキ”の両者に
共通することとしては、市町村の行政区域を
超えた広域単位の政策調整制度を創設すべ
きことを提起した。 
 
(6)川﨑興太（2013b）「国立公園制度の運用

実態と課題－裏磐梯に関する研究（その
2）－」『日本都市計画学会都市計画報告
集』第 11 巻第 4 号、126-133 頁、査読な
し（「５．主な発表論文等」の⑦） 
本研究では、都市計画区域外における土地

利用計画・規制制度の一つである自然公園法
に基づく国立公園制度の概要と特徴を整理
し、国立公園における土地所有と地種区分の
現状について分析した上で、国立公園制度の
問題点と再構築に向けた課題を明らかにし
た。我が国の国立公園制度では、公園区域内
における私有地や公園以外の利用目的を持
つ国有地と公有地の存在を前提としつつ、地
種区分というゾーニングによって土地利用
行為の規制を行う地域制公園制度が採用さ
れている。このため、法目的である傑出した
自然の風景地の保護と利用増進を図る上で
は、私有地の所有者などの財産権を尊重しつ
つ、多様な土地利用者の行為を的確に規制す
ることが重要であるが、その規制の根拠とな
る公園計画においては規制を通じて実現す
べき目標やビジョンが定められることにな
っておらず、公園計画の決定手続においては
住民はもとより地権者に対しても参加の機
会が保障されていない。つまり、現行の国立
公園制度は、私有地だけでも国立公園の区域
面積の 4分の 1を占めているにもかかわらず、
いわば国立公園とは、その名の通り「国立」



であって、国民全体の自然風景遺産なのだか
ら、私有地などにかかわる多様な土地利用者
の意向を考慮する必要はなく、国が規制の合
理性と妥当性を判断すれば事足りるという
論理で設計されている。しかし、国立公園に
かかわる諸状況が変化しつつある中で、今後、
国立公園制度によって我が国の風景を代表
するに足りる傑出した自然の風景地を保護
し続けるためには、特別保護地区内の貴重な
自然風景の重点的な保護規制のみならず、普
通地域内の私有地などで営まれる多様な土
地利用者の暮らしやなりわいの持続的な活
性化という視点を国立公園制度の中に組み
入れる必要があり、根本的には、国土利用計
画法と個別計画・規制 5法の抜本的な再編を
通じて、総合的・一元的な土地利用計画・規
制制度を構築することが必要であることを
指摘した。 
 
(7)川﨑興太（2014a）「国立公園と国立公園

制度の実態と自然保護官の実態認識」福
島大学理工学群共生システム理工学類
『共生のシステム』第 14巻（磐梯朝日遷
移プロジェクト 遷移途中にある自然環
境を自然遺産として良好に保全するため
の研究モデルの策定－磐梯朝日国立公園
の人間-自然環境系（生物多様性の保全）
に関する研究－）、200-211 頁、査読なし
（「５．主な発表論文等」の①） 
本研究では、川﨑（2013b）で得られた知

見を踏まえつつ、全国の自然保護官事務所等
の自然保護官を対象として実施したアンケ
ート調査の結果に基づき、国立公園制度の運
用実態と自然保護官の国立公園と国立公園
制度に関する問題認識について明らかにし
た。本研究を通じて、国立公園全体の将来像
や基本方針などが定められている国立公園
は少ないこと、多くの自然保護官は、住民等
の意見反映の取り組みや住民等との協働で
の取り組みを充実させる必要があると認識
していること、来訪者の減少などに伴う空き
家や廃業・休業施設などの増加をはじめ、国
立公園において何らかの問題が生じている
と認識していること、人口の減少や農林業の
衰退により貴重な自然風景・環境が喪失され
つつあることなどから、今後、国立公園の計
画・規制・事業を行う上では、これまで以上
に暮らしやなりわいの活性化という視点が
重要になると認識していることなどを明ら
かにし、川﨑（2013b）において指摘した国
立公園制度の再構築に向けた課題は、多くの
自然保護官にとっても課題であると認識さ
れていることを明らかにした。 

 
 
 
 

５．主な発表論文等 
 
〔雑誌論文〕（計 14 件） 
①川﨑興太（2014a）「国立公園と国立公園制
度の実態と自然保護官の実態認識」福島大
学理工学群共生システム理工学類『共生の
システム』第 14 巻（磐梯朝日遷移プロジ
ェクト 遷移途中にある自然環境を自然遺
産として良好に保全するための研究モデ
ルの策定－磐梯朝日国立公園の人間-自然
環境系（生物多様性の保全）に関する研究
－ ）、 200-211 頁 、 査 読 な し 、
http://www.sss.fukushima-u.ac.jp/band
ai-asahi-project/2014040401.pdf 

②川﨑興太（2014b）「日本の国立公園の地種
区分別土地所有別面積」福島大学理工学群
共生システム理工学類『共生のシステム』
第 14 巻（磐梯朝日遷移プロジェクト 遷移
途中にある自然環境を自然遺産として良
好に保全するための研究モデルの策定－
磐梯朝日国立公園の人間-自然環境系（生
物多様性の保全）に関する研究－）、
212-223 頁 、 査 読 な し 、
http://www.sss.fukushima-u.ac.jp/band
ai-asahi-project/2014040402.pdf 

③川﨑興太（2014c）「コンパクトシティの実
現に向けて」特定非営利活動法人 超学際
的研究機構『会津坂下町に係る地域課題調
査研究～地域の社会・経済構造と再生可能
エネルギー～ 調査報告書』、9-23頁、査読
なし 

④八巻志帆・川﨑興太（2014）「地方分権・
地域主権社会における都道府県による都
市計画決定の実態－東北 6県を事例として
－」『2013年度日本都市計画学会東北支部研
究発表会発表要旨集』、査読なし 

⑤黒後丈・川﨑興太（2014）「東北 6 県にお
ける都市計画法に基づく広域調整制度に
関する研究－福島県に焦点を当てて－」
『2013 年度日本都市計画学会東北支部研究
発表会発表要旨集』、査読なし 

⑥川﨑興太（2013a）「中心市街地活性化政
策の来し方行く末」『地域開発』第 580巻、
6-11頁、査読なし 

⑦川﨑興太（2013b）「国立公園制度の運用実
態と課題－裏磐梯に関する研究（その 2）
－」『日本都市計画学会都市計画報告集』
第 11 巻第 4 号、126-133 頁、査読なし、
http://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/
11-4_126.pdf 

⑧川﨑興太（2013c）「国立公園制度の問題点
と再構築に向けた課題」福島大学理工学群
共生システム理工学類『共生のシステム』
第 13 巻（磐梯朝日遷移プロジェクト 遷移
途中にある自然環境を自然遺産として良
好に保全するための研究モデルの策定－
磐梯朝日国立公園の人間-自然環境系（生



物多様性の保全）に関する研究－）、
138-150 頁 、 査 読 な し 、
http://www.sss.fukushima-u.ac.jp/band
ai-asahi-project/13041908.pdf 

⑨川﨑興太（2012a）「準都市計画区域の指定
実績と法制度上の問題点－我が国の都市
計画法制度の根本的な問題点の所在－」
『日本都市計画学会都市計画論文集』第 47
巻第 1号、50-61頁、査読あり 

⑩川﨑興太（2012b）「準都市計画区域に関す
る法制度上の問題点－九州北部３県の構
造改革特区提案と準都市計画区域の指定
実態を素材として－」『福島大学地域創造』
第 24 巻第 1 号、3-14頁、査読あり 

⑪川﨑興太（2011a）「アメリカ合衆国オレゴ
ン州における成長管理政策とスマートグ
ロース政策の変遷に関する研究－州土地
利用計画制度の誕生・成長・混乱・甦生－」
『日本都市計画学会都市計画論文集』第 46
巻第 1号、1-12 頁、査読あり 

⑫川﨑興太（2011b）「オレゴン州のメジャー
37 とメジャー49 の結果について－アメリ
カにおける成長管理政策とスマートグロ
ース政策の持続可能性に関する基礎研究
－」『日本都市計画学会都市計画報告集』
第 10 巻第 1 号、31-37 頁、査読なし、
http://www.cpij.or.jp/com/ac/reports/
10-1_31.pdf 

⑬川﨑興太（2011c）「福島県田村郡三春町の
土地利用計画制度に関する研究－市町村
国土利用計画の先進モデルの事例研究－」
『日本建築学会東北支部研究報告集（計画
系）』第 74 号、195-200頁、査読なし 

⑭川﨑興太（2011d）「持続可能な都市農村空
間の構築に向けた市町村総合土地利用計
画制度に関する研究－福島県田村郡三春
町の地区土地利用計画と国土利用計画を
事例として－」『日本建築学会 2011年度大
会（関東）学術講演梗概集 F-1』33-36 頁、
査読あり 

 
〔学会発表〕（計 4 件） 

①八巻志帆・川﨑興太（2014）「地方分権・
地域主権社会における都道府県による都
市計画決定の実態－東北 6県を事例として
－」『2013年度日本都市計画学会東北支部研
究発表会発表要旨集』、査読なし、2014年 3
月 1日、東北大学 

②黒後丈・川﨑興太（2014）「東北 6 県にお
ける都市計画法に基づく広域調整制度に
関する研究－福島県に焦点を当てて－」
『2013 年度日本都市計画学会東北支部研究
発表会発表要旨集』、査読なし、2014 年 3
月 1日、東北大学 

③川﨑興太（2011c）「福島県田村郡三春町の
土地利用計画制度に関する研究－市町村
国土利用計画の先進モデルの事例研究－」

『日本建築学会東北支部研究報告集（計画
系）』第 74 号、195-200頁、査読なし、2011
年 6月 26日、大学コンソーシアムあきた 

④川﨑興太（2011d）「持続可能な都市農村空
間の構築に向けた市町村総合土地利用計
画制度に関する研究－福島県田村郡三春
町の地区土地利用計画と国土利用計画を
事例として－」『日本建築学会 2011年度大
会（関東）学術講演梗概集 F-1』33-36 頁、
査読あり、2011年 8月 23日、早稲田大学 

 
〔図書〕（計 4 件） 

 
①福島大学理工学群共生システム理工学類、
『共生のシステム』第 14 巻（磐梯朝日遷
移プロジェクト 遷移途中にある自然環境
を自然遺産として良好に保全するための
研究モデルの策定－磐梯朝日国立公園の
人間-自然環境系（生物多様性の保全）に
関する研究－）、2014、227頁（200-211頁
と 212-223頁を執筆） 

②特定非営利活動法人 超学際的研究機構、
『会津坂下町に係る地域課題調査研究～
地域の社会・経済構造と再生可能エネルギ
ー～ 調査報告書』、2014、63 頁（9-23 頁
を執筆） 

③福島大学理工学群共生システム理工学類、
『共生のシステム』第 13 巻（磐梯朝日遷
移プロジェクト 遷移途中にある自然環境
を自然遺産として良好に保全するための
研究モデルの策定－磐梯朝日国立公園の
人間-自然環境系（生物多様性の保全）に
関する研究－）、2013、177頁（138-150頁
を執筆） 

④日本建築学会建築法制本委員会建築専門
家の行政訴訟参加に関する研究小委員会、
『建築に係る行政訴訟判例』、2013、250 頁
（91-110 頁と 114-123 頁を執筆） 

 
６．研究組織 
(1)研究代表者 
 川﨑 興太（KAWASAKI, Kota） 
 福島大学 共生システム理工学類 准教授 
 研究者番号：20598578 
 
(2)研究分担者 
 なし 
 
(3)連携研究者 
 なし 


